
処方・調剤・
保険請求の

Q 次の処加んの内容について処方医へ問い合わ
せたととろ，ビラノア錠(処方1)は患者の生活

パターンに合わせて一番都合の良い時聞に服用するよう

指導してほしいと指示がありました。そのため，投薬に

あたり服用時点について患者と相談しましたが，仕事の

都合上，決まった時間に食事をとれないことが多いので，

服用のタイミングは後で少し考えてから決めたいそうで

す。投薬時にビラノア錠の服用時点が特定されていなく

ても，調剤料は2剤分を算定して構わないでしょうか。

処方1ビラノア錠20mg1錠 1日1田空腹時 14日分

処方2キプレス錠10mg1錠 1日1回就寝時 14自分

(静岡県匿名希望)

A 調剤料2剤分として算定して差し支えありません
ピラノア錠は，①アレルギー性鼻炎， ②事麻疹，

③皮膚疾患(湿疹 ・皮膚炎，皮膚そう捧症)に伴うそう摩

の効能 ・効果を有する医薬品として， 1回20mgを11日

1回空腹時」に服用することとされています。一方，キプ

レス錠は，①気管支哨息，②アレルギー性鼻炎の効能・

効果を有する医薬品として，気管支端息の場合には

lOmg，アレルギー性鼻炎の場合には5-lOmgを11日

1回就寝前」に服用するものです。

今回のケースでは，患者が食事をとれる時聞が不規則，

すなわち，空腹時の時聞を特定することが困難であるた

め，保険薬局において薬剤を投与する時点でピラノア錠

(処方1)の具体的な服用時点が確定しているわけではあ

りません。そのため，そのような場合に調剤料をどのよ

うに取り扱うべきかとのご質問ですが，処方せんの内容

や疑義照会に対する処方医からの回答内容を考慮すると，

処方1と処方2はそれぞれ異なる服用時点で服用すること

が想定されているものと推察されますので，処方1と処

方2は別剤として取り扱うものであり， よって，内服薬

の調剤料を2剤分算定することは問題ないと考えます。
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ただし，薬剤投与の時点ではどうしても服用時点を特

定できず，後で患者自身が服用するタイミング(空腹時)

を決めることになったとしても，保険薬局においては，

1日l回服用するうえで前日とその翌日でどの程度の服用

間隔(時間)を確保するのかなど，必要かつ適切な服薬指

導の実施が前提であることはいうまでもありません。

Q 疑義照鉱山加んの内容に変更が生じる
と，病院から，変更後の内容を反映した新しい

処方せんが発行され，変更前の処方せんと差し替えるよ

う求められるととがあります。その場合でも，薬涯に疑

義照会の内容を記録し，レセプトにはその旨のコメント

を入れておけば，重複投薬・相互作用等防止加算を算定

するととはできますか。 (静岡県匿名希望)

A 重複投薬相互作用組加料定できます
が，保険請求にあたっては，その根拠となる情

報が不可欠です。

処方せんによる調剤の際に薬剤師が行う疑義照会や，

それに係る処方医からの回答内容を処方せんおよび調剤

録に記入することは，法令上，明確に義務付けられてい

る行為です(表)。さらに保険調剤においては，患者の薬

剤服用歴の記録(薬歴)にも記入しておかなければならな

いことになっています。

法令上そのような規定があることから，疑義照会によ

り処方変更が生じても，疑義照会に関する情報が記録さ

れている処方せんを変更後の内容を反映した新たな処方

せんと差し替える必要はありませんが，処方せんを交付

した保険医療機関の意向や以前の慣例がいまだに残って

いるような場合には，変更前後の処方せんを差し替える

よう依頼されることがあるようです。

しかし変更内容を反映した新たな処方せんと当初の

処方せんを差し替えてしまうと，調剤を行った保険薬局

において疑義照会を行ったことの情報や記録(証拠)がな



くなってしまいますので，保険請求上や法令上の問題が

生じる可能性が考えられます。

保険請求にあたっては，その根拠である処方変更に係

る記録が不可欠です。そのためにも処方せんの差し替え

は避けるべきですが，やむを得ず処方せんを差し替えな

ければならないということであれば，薬歴への記録だけ

表 疑義照会に関する法令根拠

薬剤師法
(処方せん中の疑義)

でなく，保険請求におけるトラブル防止のためにも，疑

義照会に関する情報が記入されている差し替え前の処方

せんの写しを保存しておくなどの工夫が必要で、しょう。

ただし，調剤レセプトを提出する際に，処方せんの差し

普えを行った旨のコメントを記入する必要はありません。

第24条 薬剤師は，処方せん中に疑わしい点があるときは，その処方せんを交付した医師，歯科医師又は獣医師に問い合
わせて，その疑わしい点を確かめた後でなければ これによって調剤してはならない。

薬剤師法施行規則
(処方せんの記入事項)
第15条 法第26条の規定により処方せんに記入しなければならない事項は，調剤済みの旨又は調剤量及び調剤年月日の
ほか，次のとおりとする。
一 (略〉
二 法第23条第2項の規定により医師，歯科医師又は獣医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤
した場合には，その変更の内容
三 法第24条の規定により医師，歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には，その回答の内容
(調剤録の記入事項)
第16条 法第28条第2項の規定により調剤録に記入しなければならない事項は，次のとおりとする。

一~入(略〉
九前条第2号及び第3号に掲げる事項

質問の募集

謁剤をしていて疑問に思ったこと，医師または患者に聞かれて困ったこと，

医師に疑義照会して対応したがいまひとつ納得できないことなどはありませんか?

皆さんの疑問に各分野の専門家がお答えいたします。どしどしご質問ください。

「質問の募集」要項

l.質問の範囲

①実際の処方せんの疑義解釈に関する質問

例えば，処方医に疑義照会すべきかどうか迷っている実

例や疑義照会の際に処方医の指示に納得できないでいる

実例で，専門家の意見が知りたい，という場合など。

②保険調剤・調剤報酬などに関する質問

例えば，どのようなケースが調剤拒否に該当するのか?

請求漏れがあった場合の対応は?という質問など。

③調剤技術などに関する質問

例えば.A散とB末を配合しでもよいか? また.c錠

を粉砕してよいか? という調剤技術上の質問など。

2.質問は文書で日本薬剤師会 『調剤と情報』係までお送

りください。

3.誌上では匿名の扱いをいたしますが，さらに詳しい内

容をお聞きしないと回答できないこともありますので，

住所，氏名，電話番号を必ず明記してください。

4.質問の採否ならびに回答者の選択は，編集委員会で決

めさせていただきます。

5.質問ならびに回答は無料です。

6.質問が採用された方には，じほうから図書カードが

贈呈されます。

ただし，本コーナーへの質問はあくまでも『調剤と情報j誌への掲載を前提としておりますので，個人的・特殊な質問にはお答え
できません。ご了承ください。また，回答は本誌面によってのみ行います。電話やファクシミリによる回答はご容赦ください。
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